
福島県職員（任期付研究員）採用選考試験受験案内

福島県総務部人事課 〒960-8670 福島市杉妻町2番16号

℡(024)521-7033

１．受付期間 令和２年４月３０日(木)～６月３日(水)
※ 受付後、特に受験票等の送付は行いません。

受験番号については、試験当日の会場受付にてお知らせします。

２．採用予定年月日及び任用期間
令和２年９月１日から令和６年３月３１日まで（3年7か月間）

※ 採用された日から５年を超えない範囲内で任期を延長する場合があります。

３．試験職種、採用予定人員、職務内容及び受験資格

試験職種 採用予定人員 職 務 内 容 受 験 資 格

農 業 １名 福島第一原子力発電所事故に 下記の①又は②の者

（避難地 伴う避難指示解除区域での農 ① 博士号を有する者又は令和２年８

域等の営 産物生産の栽培実証や特定復 月３１日まで博士課程修了見込みの

農再開に 興再生拠点区域等における放 者で放射線防護対策及び農作物の

向けた放 射性物質吸収抑制対策手法の 養分吸収等に関する研究に従事した

射線防護 研究、除染後農地での地力回 ことのある者。

対策） 復技術の実証研究を行う。 ② 修士課程を修了し、①に相当する

能力を有すると認められる者。

年齢要件はありません。

※ 地方公務員法第16条（欠格条項）に該当する者は受験できません。

４．選考方法
研究業績等の書類審査及び面接審査により、合格者を決定します。

５．試験(面接審査)期日、会場及び合格者発表

期 日 試 験 会 場 合 格 者 発 表

令和２年７月９日(木) 福島県自治会館３階 令和２年７月２１日(火)

※ 午後２時００分まで ３０１会議室 ※ 合格者の受験番号を県庁前掲示

に福島県自治会館５階 （福島市中町８番２号） 場に掲示するとともに福島県人事

５０２会議室に集合の 課のホームページに掲載するほか、

こと。 各受験者に文書で合否を通知しま

す。



６．応募手続
下記(1)の書類に必要事項を記入し、期限内に郵送又は持参により下記(2)の申込先に提出してくださ

い。

なお、提出された書類は、返却いたしません。

(1) 提出書類

・ 選考申込書

・ 研究業績書 用紙は、福島県人事課のホームページから入手できます（下記「１０.その他」参照）。

・ 履歴書

・ 最終学校の卒業証明書又は卒業見込証明書

・ 最終学校の成績証明書（厳封のこと）

・ 研究論文（学位取得論文、その他発表した論文）

(2) 受験申込先

福島県農林水産部農林総務課 〒960-8670 福島市杉妻町2番16号

℡(024)521-7391

(3) 留意事項

郵送による場合は、封筒の表に赤で「受験申込」と書いて、必ず簡易書留にして送付してください。

なお、簡易書留によらない郵送で事故が発生した場合の責任は負いません。

受付時間は、月曜日から金曜日までの午前８時３０分から午後５時１５分までです。土日祝日は受付し

ておりません。

受付期間経過後の申込みは、一切受け付けません。

※ 郵送による場合は、令和２年６月３日（水）の郵便局の消印のあるものまで受け付けます。

７．勤務先
福島県農業総合センター浜地域農業再生研究センター（福島県南相馬市原町区萱浜字巣掛場45番169）

８．給与等
(1) 給料

一般職の任期付研究員の採用等に関する条例が適用され、研究経験年数等に基づいて給料の額が

決定されます。（例：給料月額338,000円～402,000円。なお、給与改定により額が変わる場合があります。）

(2) 諸手当

上記給料のほか、通勤手当、期末手当、任期付研究員業績手当等がそれぞれの手当支給条件に応じ

て支給されます。

９．試験結果の開示
この試験の結果については、福島県個人情報保護条例第１７条第1項の規定により、口頭で開示を請求

することができます。

なお、電話、はがき等による請求では開示できませんので、受験者本人であることを明らかにする書類

（運転免許証、学生証、旅券等）を持参のうえ、受験者本人が直接おいでください。

開 示 内 容 開 示 期 間 開 示 場 所

総合得点及び順位 合格者発表日から１か月間 福島県総務部人事課 （本庁舎２階）

（福島市杉妻町2番16号）

１０．その他
(1) この試験に関し不明な点は、上記６．の(2)の受験申込先に問い合わせてください。

(2) この受験案内及び提出用紙は、福島県人事課のホームページ ( http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/0
1125c/)からも入手できます。

(3) 新型コロナウイルス感染症の拡大状況や災害の発生等、やむを得ない事情により試験の日時や会場

等を変更する場合、その他緊急の連絡をする場合は、福島県人事課のホームページでお知らせします。


